
       CW 法に係る木材関連事業者登録の推進セミナー・個別相談会

2020 合法木材供給事業者研修会
     （併催：「静岡県産材証明制度」に係る運用実務研修会）

  （概要報告）
１．目 的 ： 違法伐採問題と「認定事業体の役割」の重要性を認識し、認定事業体における

「分別管理」、「文書管理」等所要の手続きを的確に行うために必要な知識を習得
する。
制度発足 15 年目となる本年度は、2017 年クリーンウッド法施行も踏まえ、更な
る「信頼性」と「透明性」の確保に向け、認定事業者の自覚と責務に基づく供給
者側の「責任体制の確立」を目指す。

２．開催日&会場 ：
開 催 日 会   場

令和 2 年
10 月 6 日（火）

   浜松市総合産業展示館 （3 階 7・8 議室）
    浜松市東区流通元町 20-2

10 月 13 日（火）
   プラサヴェルデ（401 会議室）
    沼津市大手町１-1-4

10 月 21 日（水）
   県静岡総合庁舎（本館 7 階 第 8 会議室）
    静岡市駿河区有明町 2-20

３．参加者 ： 合計 132 名
西部地区 37 名（うち認定事業者 30 名）
東部地区 45 名（うち認定事業者 39 名）
中部地区 50 名（うち認定事業者 42 名）

４．内 容 ：
●開会挨拶 ： 静岡県木材協同組合連合会 事務局

        日頃の合法制度、県産材証明制度運用の協力に対し、御礼を述べた。
創設当初は、輸入材の違法伐採問題への対応策としてスタートしたが、近年では
「国費事業、県費事業等」の申請要件とされる等、制度が浸透してきていること
を説明した。創設１５年目を迎え、更なる的確運用が求められており、研修会へ
の参加を機に、現場での運用を見直し、合法木材の「信頼性」、「透明性」の確保
に努めてほしい旨を述べた。

●講座１ ： 県産材の利用促進と静岡県産材証明制度
        講師／静岡県経済産業部森林・林業局 林業振興課スタッフ

県の公共工事で使用する材は、原則「静岡県産材」であること、また、「住んでよ
し しずおか木の家推進事業」等、県産材証明制度を利用した助成事業と販売管理
票の適切な運用・管理に関する注意点が概説された。
さらに、県による「定期検査」について、前年度に竣工した公共工事の中から対象



を抽出すること、また、運用状況によっては、認定の取消処分が行われることから、
適正運用に努めることが要請された。

●講座２ ： 「現場調査」に見る認定事業者の実態と今後の取り組み
        講師／静岡県木材協同組合連合会 事務局スタッフ

認定審査委員会による「現場調査」は、新型コロナウィルスの影響により、例年
より少人数で実施したことを報告し、現場運用の「推奨事例」等が紹介された。
また、合板、フローリングの保管管理について、「合法木材」と「その他木材」
が混在している例が多くみられることから、分別管理を徹底するよう説明した。
最後に、認定制度において重要なこととして、的確に運用することで「信頼性」
を、書類等で可視化することで「透明性」の確保ができると説明した。

●講座 3 ：   クリーンウッド法（CW 法）に係る木材関連事業者の登録制度について
       講師／静岡県木材協同組合連合会 事務局スタッフ
        流通・利用する合法木材を民間まで広めるＣＷ法の目的、登録制度の概要を解

説し、登録事業者が昨年より 3 割程増している理由の一つとして、国費事業に
おいて優遇措置があることを説明した。
さらに、木材業界での登録者が多い（公財）日本合板検査会を例とした「登録
の流れ」、「費用」等が概説され、事前相談や登録に関しては、登録実施機関に
直接連絡してほしい旨を説明した。

●入門講座 1 ： 合法木材供給システム「入門講座」
        講師／静岡県木材協同組合連合会 事務局

       合法木材制度に関する「背景」、「需要の動向」等を概説した。また、県発注の
公共建築物や県費事業等では、「県産材証明」と「合法証明」のダブル証明が必
要であると説明し、証明書発行時に記載する必須事項について説明した。
最後に、違法伐採を規制する国際的な動きも活発になっていることから、認定事
業者が「役割を自覚」すること、責任をもって「合法証明」をつなげていくこと
が重要であり、“信頼性”と“透明性”を確保し、自ら合法木材を PR していくことが
必要であるとを説明した。

●入門講座 2 ： 広報ビデオ 未来をつくる Goho-wood
（一般社団法人 全国木材組合連合会）
～世界の違法伐採に対応する合法性が証明された木材供給の日本の取り組み

５．アンケート ： （西部）回収数 27 名（対象 31 名、回収率 87.1％）
（東部）回収数 36 名（対象 39 名、回収率 92.3％）
（中部）回収数 39 名（対象 43 名、回収率 90.7％）
（合計）   102 名（対象 113 名、回収率 90.1％）
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